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行政不服審査法改正と自治体の対応
総務省行政管理局行政手続室長

	 添　田　徹　郎

　総務省行政管理局行政手続室長をしております添田と申します。こういう機会をいただきまして

ありがとうございます。内容については先ほど伊藤先生から話がありましたが、特に地方公共団体

の皆さんに、どういった対応が今後必要になってくるのか、私どもで現時点で考えていることにつ

いても、お伝えできればと思います。

　性質についてはもうお話がございました。現状としてどんな不服申立てが多いかということです

が、国ですと、年金、健康保険などが非常に多くて、次は国税が多い。後は労災、また、難民認定

について審査請求ができるということになっていまして、けっこうな数があります。地方ですと、

情報公開の関係が一番数としては多く、次は免許の取消しなどの道路交通法関係、地方税、介護保

険、生活保護など、国とまた違う分布となっているのがわかります。これで国と地方合わせて約５

万件の申立てがあります。数え方が違いますので単純な比較はできませんけれども、行政事件訴訟

で年間提起されているのが２千数百件ということですので、訴訟と比べると広く使われているとい

うのはおわかりいただけるかと思います。

　経緯については、先ほどもお話がありましたけれども、行審法が当初できたときは、行政手続に

関する法律はほかになかったという状況だったのですが、平成５年になって、行手法によって事前

手続が整備されたということがございました。それから司法制度改革の一環として行訴法が抜本的

に見直されたというようなこともありました。こういうことを踏まえて、行審法についても時代に

合わせた見直しが必要だということで、一度平成20年に法案を出しました。ただこのときは、国会

で与野党がねじれていたりとか、当時年金問題が非常に騒がれておりまして、この法案の中に年金

の関係の不服申立ての改正があったりもしたものですから、そういった関係もあったのかなと今に

なってみれば思いますけれども、国会で審議されずに廃案になってしまいました。ただし、民主党

政権になった後も、この問題は大事だということで、総務大臣と行政刷新担当大臣が共同座長であ

る行政救済制度検討チームで議論がなされました。平成23年度の暮れにはとりまとめがされて、そ

の後、法制化作業に取り組んだのですけれども、法案が整う前に衆議院が解散になってまた政権が

変わったということがありました。その後、これまでの検討も活かして法案を出そうということで、

去年の６月に見直し方針というのをとりまとめ、これに基づいて３月に法案を出して、成立するこ

とができたということでございます。

　次に、概要について、かいつまんで御説明します。

　不服申立構造については、先ほども伊藤先生からお話がありました。処分庁に対する不服申立て



「臨床法務研究」第15号

－40－

が異議申立て、処分庁以外に対する不服申立てが審査請求、というのが現行法の建付けですが、こ

の異議申立てには、２つの種類が混じっていたわけです。一つは、上級行政庁がなくて処分庁にし

か不服申立てができないような場合の異議申立てがあり、もう一つ審査請求の前段階の手続として

の異議申立て、これは、例えば税務署長に対する異議申立てなどが一つの例ですけれども、その２

つの異議申立てがあったわけです。今回の改正法では、非常に簡単に言えば、上級行政庁がない場

合の異議申立てを審査請求にして、原則となる不服申立種類を審査請求に一元化したということで

す。

　一方、先ほど申し上げた税務署に対する異議申立てのように、審査請求の前段階のものとして必

要なものについては、再調査の請求という形で存続するということにしています。ただ、異議申立

てと審査請求について、現行では、両方ができる場合は異議申立てを経なければ審査請求をするこ

とができないということになっていますが、改正法では再調査での請求ができる場合についても、

再調査の請求をしないで、直接審査請求ができるということになります。例えば、通達がそもそも

おかしいのではないか、といった不服申立てを考えますと、税務署は通達に従って処分をしている

わけですから、税務署に通達がおかしいと不服申立てをしても、覆ることはなかなか期待しにくい

だろうと思いますが、そういう場合には、再調査の請求をしないで直接審査請求をすることができ

るようになる、というところが変わってきます。

　それから、審理手続については、ざっくり言えば、審査庁の中で審理員が審理をして、それを踏

まえて裁決をする際に審査会に諮問するということになります。

　実際の審理の中身で現行と変わる点としては、一つは弁明書について、現行では審査庁が弁明書

の提出を「求めることができる」ということで、審査庁の裁量になっていたわけですけれども、改

正法では審理員が指名された場合には弁明書について必ず提出を求めて、提出したらそれが審査請

求人にも送付され、審査請求人や参加人が反論書や意見書という形で主張書面を提出したときには、

それが処分庁など他の審理関係人にも送付されることになります。このように、主張のやりとりが

それぞれ他の審理関係人にも送付され、手続の透明性が向上することになります。

　それから、現行では、口頭意見陳述は基本的には申し立てた審査請求人や参加人が自分の主張を

述べる手続でありましたけれども、改正法では、効率的に充実した審議ができるようにするという

ことで、全ての審理関係人を全員集めて行い、申立てをした審査請求人などが処分庁に質問するこ

とができるということにし、ある種弁論的な手続にするような形で改正がされています。

　こうした審理手続が終わった後に、その結果を審理意見書としてとりまとめて、それを審査庁へ

提出するという形で実際の審理が進むことになります。

　また、更に変わる部分としては、現行では処分庁から提出された書類が閲覧できるということに

なっておりますが、改正法では、審理員に提出された資料全体に対象を拡充するということと、コ

ピー、写しの交付も認めるという形にしております。これにより、審査請求人や参加人にとっても、
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より主張がしやすい仕組みになるのではないかと思っております。

　それから、裁決ですが、先ほど申し上げた行訴法の改正で、義務付けの訴えが創設されました。

その中の申請型の義務付けに相当するものと思っていただければいいのですが、現行の行審法です

と、申請拒否処分が違法であるとしてもそれを取り消すということにとどまり、その申請が認容さ

れるかどうかは、裁決に従って処分庁が判断するところまで待たないといけないので、場合によっ

ては違う理由で再度拒否するということもあり得たわけですが、改正法では、申請拒否処分を取り

消す場合、あるいは不作為の場合について、裁決の際に処分庁に対してその申請に対して一定の処

分を命ずるということが可能になります。不服申立ての場合ですと処分庁が審査庁である場合とい

うのもありますので、その場合には申請に対する処分をするということになりますが、裁決の際に

申請に対する応答の内容も確定させる手続を新たに設けているところが現行法と変わってきます。

　そのほか、迅速性の確保という観点から、先ほどお話のあった標準処理期間のほか、例えば複雑

な事件の場合に争点などを整理するための手続を37条で新たに設けたりしていますし、現行法では

必ずしも明らかになっていなかったのですけれども、不適法なことが明らかな場合には、審理手続

をしないで却下ができるという規定を新たに置いています。それから、41条２項になりますが、例

えば口頭意見陳述に正当な理由なく出頭しないといった場合には審理手続を終結することができる

という規定を置いております。公正性が向上することにより、時間がかかりやすくなるということ

もありますので、こういった規定も盛り込んでいます。

　また、透明性の向上という観点から、一つは、審理員の候補者名簿の作成を努力義務にして、作

成した場合には公にしてくださいということにしています。それから、現行法では必ずしも明らか

ではなかったのですが、意見書や反論書などの主張書面が提出されれたときは、他の審理関係人に

送付するという手続を新たに置いていますし、先ほど伊藤先生からも御説明がありましたけれども、

行政不服審査会の答申や審理員意見書を審理関係人に送付する手続も置いています。行政不服審査

会に諮問されるときには、諮問の際に審理員意見書が送付されますし、諮問がされないときには裁

決の時に審理員意見書が添付されるということになります。

　それから、先ほども伊藤先生からもお話があったように、審理員意見書や行政不服審査会の答申

は、法的には審査庁の判断を拘束するというものではありません。ただ、実際にそれと違う裁決を

する、例えば行政不服審査会の答申で認容すべきだとなっていたのに、審査庁が棄却するというよ

うな場合では、なぜ答申と違うのかという理由を、裁決の理由の中で書くということになります。

これは50条１項４号のかっこ書ですが、異なる理由も含めて理由を裁決書に記載しなさいというこ

とにしています。さらに、細かいところですけれども、84条と85条で情報提供の規定を追加してい

ます。84条は、行手法の９条２項で申請しようとする者に対する情報提供の規定がありますけれど

も、不服申立ても、国民の具体的な権利の行使として行うということからすると、申請する場合と

情報提供の必要性は変わらないだろうということで、行手法に倣った規定を加えたものです。また、
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85条は、裁決の内容や処理状況について、それぞれの行政庁が自らの処理状況を公表するよう努め

ていただくという規定を加えたものです。

　以上が、改正行審法の本体の内容でございまして、これに伴って関係法律もいろいろと改正して

います。行審法と一緒に成立した整備法、正式に言いますと行政不服審査法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の中で、361法の法律を改正しています。

　大まかな内容としては、まず、不服申立構造の見直しですが、個別法でそれぞれ誰に対して審査

請求ができるのか、あるいは異議申立てができるとか、個別に規定を置いている場合がありますの

で、それらを整備法の中で整理をしています。例えば、異議申立てや審査請求のどちらかしかでき

ないような場合には、改正後は審査請求になります。異議申立てと審査請求ができる場合について

は、先ほどの税務署に対する異議申立てのように申立てが大量の場合には、再調査の請求として残

しています。一方、例えば市町村がした処分について市町村に異議申立てをした後に都道府県に審

査請求をするといったように、判断の公平性の確保といった観点から、異議申立ての後に、上級行

政庁ではないのですが都道府県や国に対して審査請求ができるというような仕組みをとっている場

合が結構あります。こういうものについては、まず処分した行政庁に対する現行の異議申立てを審

査請求としまして、都道府県や国に対する現行の審査請求を再審査請求にする改正をしています。

　審査請求と再審査請求ができる場合というのがあります。例えば、法定受託事務について、市町

村長がした処分については都道府県知事に審査請求することができるというのが地方自治法の255

条の２にありますけれども、都道府県に対する審査請求の後に、国に対して再審査請求ができると

いう特例を置いている法律がけっこうあります。そういった仕組みについては、基本的には尊重す

る形にしています。

　そのほかに、ちょっと細かくなりますけれども、現行法では、上級行政庁がある場合の審査庁は

直近上級行政庁と、一段上の行政庁に審査請求するのが現行の建付けになっていますが、改正法は、

４条に規定していますが、何段階あっても一番上の最上級行政庁に審査請求することになります。

したがって、例えば、国で、本省があって、ブロック単位の機関があって、都道府県単位の機関が

あるとすると、都道府県単位の機関、例えば運輸支局とか地方法務局といったものかと思いますが、

そういう機関がした処分については、現行法では、審査請求するのはまずブロック単位の機関、運

輸支局であれば地方運輸局ということになりますけれども、それに加えて本省に対して再審査請求

できるというような場合があります。道路運送車両法などでそういう規定があるのですが、そうい

った場合については、改正法では大臣に審査請求をすることになりますので、こういった場合は再

審査請求を設けない、というようなことをしています。これが構造の見直しです。

　それから、不服申立前置の見直しというのは、不服申立制度の中身そのものではないのですが、

不服申立てと訴訟との関係を合わせて見直したというものです。行訴法の原則は、不服申立てがで

きる場合も訴訟ができる、自由に選べるということですけれども、個別法で特例を置くということ
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が認められていて、個別法で不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えができない

といった規定を置いている法律が100本くらいあるというのが現状で、特に処分が大量なものでは、

２段階の不服申立てを経ないと訴訟ができないというものもあります。現行では、国税もそうです

し、年金、社会保険や労災の関係などもこのような仕組みになっています。これについて、国民が

直ちに出訴できないという枠をはめるということで、裁判を受ける権利を制限しているという批判

もありました。この部分は、20年の法案の際は検討していなかったんですけれども、先ほど申し上

げた民主党政権下の行政救済制度検討チームでこの部分についてはかなり精力的に議論をされたと

いう経緯がありました。今回、その成果も取り込む形で、不服申立てに一審代替性があるとか、大

量の不服申立てがあるといった要件に該当するものを除いて廃止するということで全体を整理し

て、結果として、だいたい半分、47法律は全部廃止をして、すぐ訴訟ができるようにしました。例

えば、建築基準法ですと、現行は建築審査会に対する審査請求をしないと訴訟ができませんが、直

接訴訟をすることができるようになります。それから、年金や労災の関係も、給付の関係は引き続

き前置が残りますが、徴収の関係については直接訴訟ができるよう見直しがされています。また、

存置する場合も、２回の不服申立てをしないといけないものについては、１回の不服申立てを経れ

ば訴訟ができるようにすることにしていまして、例えば、年金や労災については、社会保険審査官

や労働保険審査官に審査請求をした後に、社会保険審査会や労働保険審査会、これは厚労省の本省

に置かれている審査会ですが、そこに再審査請求をした後でなければ訴訟ができないというのが現

行ですけれども、改正後は、１段目の社会保険審査官や労働保険審査官に対する審査請求を経れば

訴訟ができるという見直しをしていますし、国税については、異議申立てに代えて再調査の請求に

しましたが、先ほど申し上げたように、再調査の請求については、それをしないで直接審査請求す

ることができますので、最初から訴訟に行きたい人は直接審査請求をして、それを経れば訴訟がで

きるということで、必ず２回の不服申立て経ないといけないという仕組みはなくすという形で見直

しをしています。

　以上が不服申立制度の改正ということになりますが、これに合わせて行政手続法を改正していま

す。これは、不服申立ては処分が対象になっていますけれども、その外延で救済手段を充実させた

方が良いのではないかという観点から、主に２つの手続を新たに規定しています。一つは、行政指

導の中止等の求めというのが加わります。これは法令に基づく勧告をイメージしていただければい

いと思いますが、法令違反の是正のための措置を講ずるよう勧告することができるといった法律の

規定に基づいて、行政指導がされる場合があります。こうした行政指導については、法律に基づい

てされるということもありますし、その内容が例えば公表されたりしますと、例えば、社会的な信

用を失うなど、実態としては大きな損害が受ける場合があるということで、そういった場合につい

ては、行政指導が要件に反しているとか、事実認定が事実無根だとか、そういった場合には中止を

求める申出ができるようにするという仕組みを新たに設けています。
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　それから、処分等の求めという手続を加えました。これは、法令違反事実、例えば、近所の工場

が基準に反して操業している、といった場合をイメージしていただければいいと思いますが、そう

いった場合に、その法令違反事実を知っている一般の人が行政庁に対して、あそこは法令に違反し

ているから是正命令を出してほしい、といった申出をすることができるようにするという仕組みを

新たに設けています。これまでも、陳情や苦情といった形で実態としてされていた部分になると思

いますが、今回の手続では、申出を受けた行政機関は必要な調査を行う義務が課せられるという点

で、これまで実態上されていた苦情などに比べ、より適切な対応が図られやすくなるのではないか

と期待しているところです。

　駆け足になってしまいましたが、以上が、改正の概要になります。

　行政不服審査法については、公布の日から２年以内で政令で定める日に施行されることになって

います。公布が６月13日ですので、平成28年の６月が施行の期限になります。ただ、国や自治体の

実務を考えますと、区切りがいい時期がいいのではないかということで、現時点では４月１日に施

行することを想定して、今準備を進めているところです。

　現行の行政不服審査法は施行令がありませんが、改正法では、政令に委任している事項がありま

す。例えば、現行では、審査請求書の細かい方式、審査請求書は正副２通出さなければいけないと

か、押印しなければいけないといったことも法律で規定していますが、改正法では、そのような細

部は政令に委任しています。こうした事項を定める施行令のほか、関係政令の改正も必要になりま

すので、現時点では100本前後になるのではないかという感じですが、それらの政令の整備をしなけ

ればいけないということですとか、新たに設けられる審理員が、改正の趣旨に沿って、きちんと審

理していただけるよう、マニュアルなどの検討も行っているところです。これらがきちんと固まる

のは、おそらく来年度になるのではないかと現時点では思っています。

　その後、予算の制約もありますけれども、研修を実施するほか、広報活動も行いますし、国でも

行政不服審査会を設置することになりますので、その準備なども行っていきます。

　地方公共団体では、一つは、第三者機関を設置することが求められます。この第三者機関につい

ては、自分の自治体で単独で置くという方法もありますし、規約に基づいて、機関の共同設置や事

務の委託といった方法もあり得ると思っていますけれども、いずれにしても第三者機関をどう置く

かというのをそれぞれの自治体で御判断いただいて、必要な条例や規約の制定を、施行までにやっ

ていただくことになります。

　行政手続法については、政令や新たな機関を設けるといったことがないので、法律上27年の４月

から施行ということになっています。こちらについては、施行通知についてパブリックコメントを

行うということもやりまして、各省庁に対して昨日付けで施行通知を発出したところです。おそら

く、各都道府県宛に、同じ総務省ですが、自治行政局から、それも参考にしてきちんと対応してく

ださいという趣旨の通知が近く発出されるというふうに聞いております。その後、我々としても、
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リソースは限られるのですけれども、周知広報に努めていくということと、各自治体から細かい内

容についての御質問などもいただいていますので、そういったものにできるだけ丁寧に回答して、

考え方をお示ししていくといったことにより、円滑な施行を図っていきたいと思っております。

　自治体におかれては、行手法46条の努力義務規定がありますので、今回新たに追加される処分等

の求めや行政指導の中止等の求めについても、その趣旨に則って、必要な措置を講ずるように努め

なければならないことになります。具体的にどういった措置をいつやるか、どういう方法でやるの

かというのは、それぞれの自治体の御判断になりますけれども、典型的には、行政手続条例でこれ

らに相当する手続を設けるということであれば、その条例の改正が必要になります。これは必ずし

も平成27年４月の行政手続法施行までに必ずしなければいけないというものではありませんけれど

も、もし準備が間に合うのであれば、同時期に整備していただけると、我々としてもありがたいと

考えているところです。

　大まかなスケジュールはこういうことでありますけれども、お付けしている工程表は、行審法の

施行に向けた、各自治体の準備スケジュールとしては例えばこういうイメージが考えられるのでは

ないかというものです。このとおりにやらなければいけないというものではありませんけれども、

行審法の施行に向けて、４月に第三者機関を設置することを考えますと、例えば12月議会で、そう

した条例の整備などを行うことが考えられるかと思いますので、いろいろ検討を進めていただきた

いと考えております。

　それから、第三者機関の設置以外にも、先ほど説明しましたように、例えば異議申立てがなくな

るとか、そういった改正内容に応じて、条例の改正整備が必要になってくる場合もあるのではない

かと思っています。我々の方では、条例の全容をなかなか把握できないのですけれども、ざっと調

べてみますと、例えば、税条例や情報公開条例などで「異議申立て」の用語を使っていれば、それ

を「審査請求」に改めるといったことですね、そういった規定整備が必要になってくるだろうと思

いますし、退職手当の条例でも退職手当の差止について「異議申立て」の用語が使われていたりと

いうこともありますので、それぞれの自治体の条例に、合わせて改正しなければいけないものがあ

るのかどうか、確認していただく必要があるのではないかと考えております。

　我々としてもできる範囲で、いろいろ情報は提供していきたいと思っておりまして、来月には、

都道府県、市区町村を対象に、東京に来ていただく形になりますけれども、説明会を開催する予定

にしております。その中で、お示しできる情報はお示ししていきたいと思っております。その後も、

政令やマニュアルなどは、先ほども申し上げたように、来年度になってしまうと思うんですけれど

も、それまでの間も、その段階でお示しできる情報は逐次お知らせするというような形で進めてい

きたいと考えております。非常にざっくりではありますけれども、私の方からは以上です。御清聴

ありがとうございました。
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「

意
見

書
」

の
提

出
手

続
を

整
備

≪
口

頭
意

見
陳

述
≫

○
申

立
て

を
し

た
審

査
請

求
人

・
参

加
人

は
、

陳
述

に
加

え
、

処
分

庁
等

に
対
す
る
質

問
が

可
能

に

○
全

て
の
審

理
関

係
人

を
招

集
し

て
実

施

≪
提

出
書

類
等

の
閲

覧
等

≫
○

処
分

庁
等

か
ら

提
出

さ
れ

た
書

類
・

物
件

の
閲

覧
の

み

≪
裁

決
≫

○
申

請
拒

否
処

分
を

取
り

消
す

場
合

や
、

不
作

為
が

違
法

・
不

当
な

場
合

も
、

申
請

に
対

す
る

応
答

内
容

が
確

定
さ

れ
な

い
（

裁
決

の
趣

旨
に

従
い

処
分

庁
等

が
処

分
を

判
断

）

≪
提

出
書

類
等

の
閲

覧
等

≫
○

対
象

を
審

理
員

に
提

出
さ
れ
た
全

て
の
書

類
・
物
件

に
拡

充
す

る
と

と
も

に
、
謄

写
（コ

ピ
ー
）も

可
能

に

≪
裁

決
≫

○
申

請
拒

否
処

分
を

取
り

消
す

場
合

や
、

不
作

為
が

違
法

・
不

当
な

場
合

に
は

、
処

分
庁

等
に

対
し

て
申

請
認

容
処

分
を
命

ず
る
措

置
（注

）
が

可
能

に

（注
）処

分
庁

等
で
あ
る
審
査

庁
は
、
申
請

認
容
処

分
を
す
る
措

置

審
理
手
続
等
の
充
実

≪
指

名
≫

（
§
９
Ⅰ
）

審 査 庁

【 複 雑 な 事 件 等 】

審 理 員

審
査

請
求

人

処
分

庁
等

≪
審

理
手

続
の

終
結

≫
（
§

4
1
Ⅰ

Ⅱ
）

①

（
参
考
）
審
理
手
続
の
流
れ

参
加

人

必
ず
行
う
手
続

申
出
が
あ
れ
ば
必
ず
行
う
手
続

審
理
員
の
裁
量
判
断
に
よ
り
採
否
が
決
定
さ
れ
る
手
続

○
審
査
請
求
書
等
を
送
付
（§

2
9
Ⅰ
）

○
弁
明
書
の
提
出
の
求
め
（
§
2
9
Ⅱ
）

○
弁

明
書

を
提
出

②

③

○
弁
明
書
を
送
付
（§

2
9
Ⅴ
）

○
反
論
書
の
提
出
期
間
の
定
め

（§
3
0
Ⅰ
）

④

○
反

論
書

を
提
出

（§
3
0
Ⅰ
）

○
参
加
の
許
可
又
は
求
め
（
§
1
3
Ⅰ
Ⅱ
）

○
意
見
書
の
提
出
期
間
の
定
め
（§

3
0
Ⅱ
）

○
意
見
書
を
提
出

（§
3
0
Ⅱ
）

○
証

拠
書

類
等

・物
件

の
提

出
（§

3
2
・3

3
）

○
参

考
人

陳
述

・鑑
定

・検
証

・
質

問
（§

3
4
～

3
6
）

○
口

頭
意
見
陳
述
（§

3
1
）

○
審

理
手

続
の
申

立
て
に
関

す
る
意

見
の
聴

取
（§

3
7
Ⅰ

Ⅱ
）

○
審

理
手

続
の
期

日
・場

所
・審

理
手

続
の
終

結
の
予

定
時

期
の
決

定
・通

知
（§

3
7
Ⅲ

）

審
理

員
意

見
書

を
作

成
（§

4
2
Ⅰ

）

審
査

請
求

人
等

○
審
理
員
意
見
書
等
の
提
出
予
定

時
期
を
通
知
（
§
4
1
Ⅲ
）

審
理

員
意

見
書

を
審

査
庁

に
提

出
（§

4
2
Ⅰ

）

【
主

な
事

項
】

○
裁

決
ま
で
の

期
間

の
目

安
と
な
る
標

準
審
理

期
間
の

設
定
を
努

力
義
務

化
○

争
点

等
を
整

理
し
、
計

画
的

に
審

理
を
進
め
る
た
め
の
準

備
手
続
を
新
設

○
不
服
申
立
て
に
関
す
る
情

報
の
提

供
や
不
服
申
立
て
の
処

理
状

況
の

公
表
を
努

力
義
務

化

＜
迅

速
性

の
確

保
＞

≪
審

理
関

係
人

の
責

務
≫

○
簡

易
迅

速
か

つ
公

正
な

審
理

の
実

現
の

た
め

、
審

理
関

係
人

に
、

審
理

に
お

い
て

協
力

す
る

等
の

責
務

≪
審

理
員

候
補

者
名

簿
≫

○
審

理
員

に
な

る
べ

き
者

の
名

簿
の

作
成

を
努

力
義

務
に

（
作

成
し

た
場

合
は

公
に

す
る

義
務

）

≪
情

報
提

供
≫

○
不

服
申

立
て

を
し

よ
う

と
す

る
者

等
の

求
め

に
応

じ
、

必
要

な
情

報
を

提
供

す
る

こ
と

を
努

力
義

務
に

○
裁

決
の

内
容

そ
の

他
不

服
申

立
て

の
処

理
状

況
の

公
表

を
努

力
義

務
に＜
透
明
性
の
向
上
＞

≪
標

準
審

理
期

間
≫

○
裁

決
を

す
る

ま
で

に
通

常
要

す
べ

き
標

準
的

な
期

間
（

標
準

審
理

期
間

）
の

設
定

を
努

力
義

務
に

≪
争

点
等

の
整

理
≫

○
複

雑
な

事
件

な
ど

の
場

合
に

、
あ

ら
か

じ
め

争
点

等
を

整
理

し
、

計
画

的
に

審
理

手
続

を
進

め
る

た
め

の
準

備
手

続
を

新
設

≪
そ
の
他
≫

○
明

ら
か

に
不

適
法

な
場

合
な

ど
に

は
、

審
理

手
続

を
経

ず
に

却
下

で
き

る
こ

と
を

明
確

化

○
審

理
関

係
人

が
審

理
に

協
力

し
な

い
場

合
に

は
、

審
理

手
続

を
終

結
で

き
る

旨
の

規
定

を
新

設

≪
審

理
過

程
の
透

明
性

の
向

上
≫

○
「

意
見

書
」

な
ど

の
主

張
書

面
を

他
の

審
理

関
係

人
に

送
付

す
る

手
続

を
整

備

○
審

理
員

意
見

書
や

行
政

不
服

審
査

会
等

の
答

申
を

審
理

関
係

人
に

送
付

す
る

手
続

を
整

備

○
審

理
員

意
見

書
や

行
政

不
服

審
査

会
等

の
答

申
と

異
な

る
裁

決
を

す
る

場
合

に
は

、
異

な
る

裁
決

を
す

る
理

由
の

明
示

を
義

務
付

け

審
理
の
迅
速
性
の
確
保
等
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○
不

服
申

立
前

置
（
不

服
申

立
て
の
裁

決
を
経

た
後

で
な
け
れ
ば
訴

訟

を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨

の
規

定
）
を

抜
本

的
に

見
直

し

○
次

の
要

件
に

該
当

し
な

い
も

の
は

、
廃

止
・

縮
小

・
不

服
申

立
手

続
に
一

審
代

替
性

が
あ
る
も
の

・
大

量
の
不

服
申

立
て
が
さ
れ
る
も
の

・第
三

者
的

機
関

が
高

度
に
専

門
技

術
的

な
判

断
を
行

う
も
の

等

○
結

果
、

9
6
法

律
中

6
8
法

律
で

廃
止

・
縮

小
（

二
重

前
置

（
注
）
は

全
て

解
消

）
（
注
）
２
段

階
の
不

服
申

立
て
を
経

な
け
れ
ば

訴
訟

を
提

起
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

改
正
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
い
、
関
連

す
る
３
６
１
法
律

の
規

定
を
整

備

【
主

な
事

項
】

○
個

別
法

に
定

め
る
不

服
申
立

構
造
を
、
本
体

法
の
改

正
内
容

に
即

し
て
見
直

し
○

不
服

申
立
前

置
を
抜
本

的
に
見

直
し

○
本

体
法

と
同

等
の

手
続

保
障

を
確

保
で
き
る
よ
う
、
個

別
法

に
定

め
る
不
服

申
立
手

続
を
整
備

（
不

服
申
立

期
間
の

延
長
等

）

○
「

異
議

申
立

て
」

o
r「

審
査

請
求

」
の

み
⇒

「
審

査
請

求
」

○
「

異
議

申
立

て
」

と
「

審
査

請
求

」
が

で
き

る
場

合
・
処
分
庁
に
上
級
行
政

庁
が
あ
る
場

合
の
「
異

議
申

立
て
」

⇒
申

立
て

が
大

量
な

場
合

等
は

「
再

調
査

の
請

求
」

と
し

て
存

置

・
処

分
庁

に
上

級
行

政
庁

が
な
い
場

合
⇒

原
則

と
し

て
「

審
査

請
求

」
と

「
再

審
査

請
求

」
に

改
正

○
「

審
査

請
求

」
と

「
再

審
査

請
求

」
が

で
き

る
場

合
・
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁

に
対

す
る
「
再

審
査

請
求

」
⇒

廃
止

・
そ
れ
以

外
の
「
再

審
査

請
求

」⇒
原

則
と

し
て

存
置

＜
不
服
申
立
構
造
の
見
直
し
＞

＜
不
服
申
立
前
置
の
見
直
し
＞

○
不

服
申

立
期

間
を

２
月

（
６

０
日

）
と

す
る

個
別

法
に

つ
い

て
、

３
月

に
延

長
※
不
服
申
立
期
間
を
６
０
日

未
満

と
す

る
個

別
法

に
つ

い
て
も
、
合

理
的

理
由

が
な
い
場

合
に
は
、
３
月

に
延

長

○
処

分
に

つ
い

て
の

不
服

申
立

て
の

み
を

対
象

と
す

る
特

例
に

つ
い

て
、

不
作

為
も

同
じ

扱
い

に
①
公
開
に
よ
る
意
見
聴
取

、
第

三
者

機
関

へ
の
諮

問
な
ど
の
審

理
手

続
の
特

例
、
②

指
定

法
人

等
が
行

う
処

分
に
つ
い
て
の
審

査
請

求
先

の
特

例
、

③
処

分
に
つ
い
て
審

査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨

の
適

用
除

外
な
ど

○
審

理
・

裁
決

の
公

正
性

が
確

保
さ

れ
る

場
合

等
に

、
審

理
員

の
指

名
や

行
政

不
服

審
査

会
等

へ
の

諮
問

を
適

用
除

外

○
指

定
法

人
等

の
処

分
等

に
係

る
審

査
請

求
に

つ
い

て
、

申
請

認
容

処
分

を
命

ず
る

等
の

権
限

を
審

査
庁
（大

臣
等
）に

付
与

○
公

開
に

よ
る

意
見

聴
取

に
つ

い
て

、
口

頭
意

見
陳

述
と

同
等

の
手

続
水

準
を

確
保

（処
分

庁
等

へ
の
質
問

権
の
新

設
等

）

＜
不
服
申
立
手
続
の
整
備
等
＞

関
係
法
律
の
整
備
（
整
備
法
）

行
政
不
服
審
査
法
の
全
面
改
正
に
併
せ
、
国
民

の
権

利
利
益

の
保
護

の
充

実
の
た
め
の
手
続
を
整
備

【
主

な
事

項
】

○
法

令
違

反
行

為
の

是
正

を
求
め
る
行

政
指

導
の
中

止
等
を
求

め
る
手
続

（
行

政
指
導

の
中
止

等
の
求

め
）
を
新
設

○
法

令
違

反
の

是
正

の
た
め
に
さ
れ

る
べ
き
処

分
・
行

政
指

導
を
求
め
る
手

続
（
処

分
等

の
求

め
）
を
新
設

○
行

政
指

導
を
す
る
際

に
許

認
可

等
に
関

す
る
権

限
を
行
使

し
う
る
旨

を
示
す
と
き
は

、
そ
の

根
拠
等

の
明
示

を
義

務
付

け

＜
行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
＞

＜
処
分
等
の
求
め
＞

≪
対

象
≫

○
法

令
に

違
反

す
る

行
為

の
是

正
を

求
め

る
行

政
指

導
※

（
※

根
拠

規
定

が
法

律
に
置

か
れ
て
い
る
も
の
）

≪
申

出
が
で
き
る
者

≫
○

当
該

行
政

指
導

の
相

手
方

≪
申

出
の
要

件
・
内

容
≫

○
当

該
行

政
指

導
が

根
拠

法
律

に
定

め
る

要
件

に
適

合
し

な
い

と
思

料
す

る
と

き
は

、
申

出
書

を
提

出
し

て
、

そ
の

中
止

等
の

措
置

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

【
行

政
機

関
の
対

応
】

○
必

要
な

調
査

を
行

う
義

務

○
行

政
指

導
が

要
件

に
適

合
し

な
い

と
認

め
る

と
き

は
、

中
止

等
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

≪
対

象
≫

○
法

令
に

違
反

す
る

事
実

の
是

正
の

た
め

に
さ

れ
る

処
分

又
は

行
政

指
導

※
（
※

根
拠

規
定

が
法

律
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
）

≪
申

出
が
で
き
る
者

≫
○

法
令

に
違

反
す

る
事

実
が

あ
れ

ば
、

何
人

も
可

能

≪
申

出
の
要

件
・
内

容
≫

○
法

令
違

反
事

実
の

是
正

の
た

め
に

さ
れ

る
べ

き
処

分
等

が
さ

れ
て

い
な

い
と

思
料

す
る

と
き

は
、

申
出

書
を

提
出

し
て

、
そ

の
処

分
等

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

【
行

政
機

関
の
対

応
】

○
必

要
な

調
査

を
行

う
義

務

○
調

査
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
処

分
又

は
行

政
指

導
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

行
政
手
続
法
の
改
正

異
議
申
立
て

審
査
請
求

○
不

服
申

立
前

置
を
存

置
す
る
場

合
①

不
服

申
立

て
の

手
続

に
一

審
代

替
性
（

高
裁
に

提
訴
）

が
あ
り
、
国

民
の
手

続
負
担

の
軽
減

が
図
ら
れ

て
い
る
場
合

（
電
波
法
、
特
許
法

な
ど
）

②
大
量
の
不
服
申
立
て
が
あ
り
、
直
ち
に
出
訴
さ
れ
る
と
裁
判
所
の
負
担
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合

（国
税
通
則
法
、
国
民
年
金
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

な
ど
）

③
第

三
者

的
機

関
が

高
度

に
専

門
技

術
的
な
判
断

を
行

う
等

に
よ
り
、
裁
判

所
の
負

担
が
低

減
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ

る
場

合
等

（
公
害
健
康
被
害
補
償
法
、
国
家
公
務
員
法

な
ど
）

不
服

申
立

前
置

に
つ
い
て
、
国

民
の

裁
判

を
受

け
る
権

利
を
不

当
に
制

限
し
て
い
る
と
の

批
判

も
あ
り
、

裁
判

所
の

負
担

等
も
勘

案
し
つ
つ
、
行

政
不

服
審

査
制

度
見

直
し
の

一
環

と
し
て
見

直
し

≪
見
直
し
結
果
≫

○
行

政
の

処
分

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
、

不
服

申
立

て
を

す
る

か
、
直

ち
に

出
訴

す
る

か
は

、
国

民
が

選
択

で
き

る
こ

と
が

原
則

。
た

だ
し

、
不

服
申

立
て

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な

け
れ

ば
出
訴

が
で

き
な

い
旨

（
不

服
申

立
前

置
）

を
定

め
る

個
別

法
が

９
６

あ
る

。

【
通

常
の

ケ
ー
ス
】
（
行

政
事

件
訴

訟
法

の
原

則
）

審
査
請
求

【
不

服
申

立
前

置
の

ケ
ー
ス
】

裁
判

所
へ

の
出

訴

処
分 不

服
申

立
て
（
行

政
）

処
分

裁
判

所
へ

の
出

訴

不
服
申
立
て
と

出
訴
は
自
由
選
択

異
議
申
立
て

審
査
請
求

再
審
査
請
求

（
二
重
前
置
）

or
or

or
国

民
が

直
ち

に
出
訴
す
る

権
利

を
制

限

全
部

廃
止

（
自

由
選

択
）
：

4
7
法

律

全
部

存
置

：
2
8
法

律

一
部

廃
止

・
一

部
存

置
：

2
1
法

律

子
ど
も
子

育
て
支

援
法

、
農
地

法
、
児

童
扶

養
手
当

法
、
建

築
基

準
法
な
ど

全
廃

：
5
法

律

二
重

前
置

（
2
1
法

律
）

一
重

化
：
1
6
法

律

6
8
法

律
で

廃
止

・
縮

小

二
重

前
置

は
全
て
解
消

全
体

で
96

法
律

労
働

保
険

徴
収

法
、
住

民
基

本
台
帳

法
な
ど

再
審

査
請

求
の
前

置
を
廃

止
：国

民
年
金

法
、
労

災
保
険

法
な
ど

異
議

申
立

て
に
代

え
て
再
調

査
の
請

求
（自

由
選
択

）
を
導

入

：
国

税
通

則
法

、
公

害
健

康
被

害
補
償

法
な
ど

特
許

法
(方

式
審

査
は
廃

止
、
実

体
審

査
（
審
判

）
は
存

置
）

自
衛

隊
法

（
訓

練
海

域
漁

業
補

償
は
廃

止
／
隊

員
懲
戒

処
分
は
存

置
）

な
ど

電
波

法
、
生

活
保

護
法

、
国

家
公
務

員
法

な
ど

≪
不

服
申

立
前

置
≫

（
参
考
）
不
服
申
立
前
置
の
見
直
し

行
政
不
服
審
査
法
・
整
備
法
関
係

改
正
行
政
手
続
法
関
係

施
行

（
平
成

2
7
年

４
月

）

新
制

度
移
行

・
第

三
者

機
関

発
足

（
平

成
2
8
年

４
月
）

2
6
年

９
月

2
8
年

４
月

○
施

行
通

知
、

マ
ニ

ュ
ア
ル

等
発

出

○
行

政
手
続

条
例
等

の
改

正
（

※
）

地
方

総
務
省

総
務

省
地

方

○
政

令
の

公
布

○
施

行
通

知
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

発
出

○
第

三
者
機

関
等

に
関

す
る

条
例

の
制

定

○
政

令
、
施

行
通
知

、
マ

ニ
ュ
ア

ル
等
の

検
討

適
時
に
情
報
提
供
、
意
見
交
換
等

○
施

行
通
知

等
の
検

討

適
時
に
情
報
提
供
、
意
見
交
換
等

○
国

・
地
方

公
共
団

体
職
員
に

対
す

る
研

修
の
実

施

※
条
例
に
基
づ
く
処
分
や
行
政
指
導
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
の
適
用
が

除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
公
共
団
体
は
、
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
行
政
手
続
法
第
46
条
）
。

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

2
6
年
1
2
月

2
7
年

４
月

○
パ

ブ
リ
ッ

ク
コ
メ

ン
ト
実
施

○
広

報
活
動

の
実
施

○
広

報
活
動

の
実
施

○
標
準
審
理
期
間
の
設
定

○
審
理
員
と
な
る
べ
き
者
の
名
簿
の
作
成

な
ど

〈
平

成
2
7
年

４
月

～
夏

〉

○
行

政
不
服

審
査
会

の
設
置
準

備
○

委
員

の
任

命
準
備行
政
不
服
審
査
法
関
連
３
法
の
施
行
ま
で

の
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
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地
方

公
共
団

体
等
の
準

備
の

一
例

総
務

省
等
の

動
向
等

平
成
26

年
11

月
改
正
行
政

不
服

審
査

法
の

内
容

把
握

、
政

令
等

の
情

報
収

集
情

報
提

供

12
月

都
道

府
県

・
市

区
町

村
説

明
会

第
三

者
機

関
の

設
置

の
進

め
方

検
討

平
成
27

年
１
月

団
体
内

で
の

不
服

申
立

て
状

況
の

確
認

施
行

に
向

け
た

進
捗

状
況

確
認

（
１

）

３
月

第
三
者
機

関
設

置
に

つ
い

て
情

報
収

集
第
三
者
機

関
設

置
方

法
検

討
都

道
府

県
・

市
区

町
村

説
明

会
（

第
三

者
機

関
設

置
の

進
め

方
情

報
提

供
等

）
行

政
不

服
審

査
法

施
行

令
等

パ
ブ

コ
メ

４
月

審
理
員
に

よ
る

審
理

手
続

の
整

理
・
口
頭

意
見

陳
述

の
方

法
等

第
三
者
機

関
設

置
方

針
決

定

〈
４

月
～

夏
〉

行
政

不
服

審
査

法
施

行
令

公
布

行
政

不
服

審
査

会
令

公
布

行
政

不
服

審
査

法
施

行
通

知
発

出
審

理
員

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
公

表
施

行
に

向
け

た
進

捗
状

況
確

認
（

２
）

５
月

第
三
者
機

関
委

員
候

補
者

選
任

検
討

第
三

者
機

関
設

置
等

条
例

案
等

提
示

６
月

第
三
者
機

関
の

事
務

局
設

置
準

備
開

始
行
政
不
服

審
査

条
例

（
規

約
）

検
討

・
第
三

者
機

関
の

組
織

、
運

営
、

閲
覧

手
続

、
口

頭
意

見
陳

述
等

行
政

不
服

審
査

会
委

員
候

補
者

選
定

開
始

８
月

各
府

省
・

団
体

向
け

研
修

開
始

９
月

第
三
者
機

関
委

員
選

任
開

始
施

行
に

向
け
た

進
捗

状
況

確
認

（
３

）
総

務
省

行
政

不
服

審
査

会
準

備
室

発
足

予
定

行
政

不
服

審
査

会
運

営
規

則
、

事
務

処
理

要
領

検
討

12
月

行
政
不

服
審

査
条

例
議

会
提

案

平
成
28

年
１
月

条
例
を

踏
ま

え
た

規
則

・
要

綱
の

整
備

第
三
者
機

関
の

委
員

の
任

命
手

続
の

開
始

行
政

不
服

審
査

会
委

員
選

任
手

続

３
月

行
政
不
服

審
査

法
の

施
行

準
備

・
審

理
員

候
補

者
の

選
定

、
名

簿
作

成
、

指
名

手
続

の
整

理
・
審
理

員
の

補
佐

体
制

の
整

理
等

４
月

行
政
不
服

審
査

法
施

行
行
政
不
服

審
査

条
例

施
行

（
参
考
）
改
正
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行

に
向
け

た
工
程

表



「臨床法務研究」第15号

－50－




